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明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例の一部を改正する条

例 

明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例（令和３年条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（相談、情報提供等） （相談、情報提供等） 

第６条 市は、旧優生保護法被害者等に対し、

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者

等に対する補償金等の支給等に関する法律

（令和６年法律第70号。以下「補償金等法」

という。）第24条第１項に規定する補償金等

の請求手続に係る問題その他の旧優生保護法

被害者等が抱える問題についての相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うととも

に、法律、医療又は福祉に係る機関その他の

関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

第６条 市は、旧優生保護法被害者等に対し、

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者

に対する一時金の支給等に関する法律（平成

31年法律第14号。以下「一時金法」という。）

に基づく一時金の請求手続に係る問題その他

の旧優生保護法被害者等が抱える問題につい

ての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うとともに、法律、医療又は福祉に係る

機関その他の関係機関等との連絡調整を行う

ものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（被害調査への協力） （被害調査への協力） 

第７条 市は、補償金等法第２条第２項に規定

する旧優生保護法に基づく優生手術等及び同

条第４項に規定する旧優生保護法に基づく人

工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講

ずるものとする。 

第７条 市は、旧優生保護法に基づく優生手術

等（一時金法第２条第２項各号に掲げる者に

係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射

をいう。）に関する調査その他の措置を講ず

るものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法

律の全部改正に伴う規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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